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は し が き

私達が、きれいな空気と青さいっぱいの自然蝋を求め，公害教育の運動をおこ

したのは，わたくしたちの郷士「岩手」にも，開発という名のもとにあるいは，

企業誘致による環境破壊の波が，ひしひしと迫ってきているからであります。

岩手の自然は，空も海も，川も平野も，まちやむらを含めて，私達の子孫に，

貴重な財産として残してやらなければならない自然であります。

今ある岩手は，わたくしたちの祖先が営々として築いてきた歴史の所産であり，

そこに，みちのく独特の文化をつくった民族の努力の結晶でもあります。、青い

川と海､､緑の山‘蝋澄んだ空気蝋それは自然が私たくしたちに与えた恵みであ

り，みちのくの人たちは，きびしい気候と苦難の歴史にもか入わらず，それを守

りつづけてきたのであります。

北上夜曲にうたわれた北上川は，褐色に濁った死んだ川に変わりました。三陸

の青さいっぱいの空と海は，工場のはき出す煤煙と工業廃水によって，けがされ

ています。高山植物の宝庫として世に知られた，北上，奥羽の山々は，開発道路

という名のもとに，赤茶けた地はだをむき出しにされ，自然破壊の一歩を踏み出

しましたｏ

そして，わたくしたちの帆まち職には，工場誘致によって，自然も人心もゆが

められ，いつの間にか，何千年もの間守りつづけてきたわたくしたちの土地が，

大企業の手に渡っております。わたくしたちの、むら帆も変りました。わたくし

たちの祖先が，汗と血で守りつづけた田畑はは荒れ出し，それを手放し，むらを
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去ってきております。いつの間にか，わたくしたちのしらぬ間に,､まち蝋や

咽むら帆の主人公が変わろうとしております。

わたくしたちは，こうした現情をそのま出野放なしにしていいのだろうかと疑

問をもちました。今，この郷士を守らなければ，わたくしたちには郷士（ふるさ

と）がなくなるのではないかと不安を感じはじめました。

では，だれが，この郷土を守るのか……，それは，そこに住む人たちみんなで〆-、

守らなければならないと考えます。しかし，正直いって，こうした危機を切実に

感じている住民はまだまだ多くはありません。そうした現情を踏える時，わたく

したち教師が，そうした自然破壊の危機をみなさんに訴え，みなさんと共に自然

を守る連動に参加することは極めて重要であると考えます。

岩手高教組では,公害調査委員会を設置し、岩手の公害の現情と環境破壊の危険

を子供達や県民のみなさん方にお知らせしたいと思い，ここに中間報告として小

冊子にまとめました。非常にいたらぬ小冊子でありますがこれによって，一人で

も多くの方が，ここから自然の尊さを知り，わたくしたちの自然を守ろうとする／、

運動に理解をもっていただければ，わたくしたちの労も報いられるものであります

す。
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岩 手 の 公 害 地 図１

１ は じ め に

岩手県勢発展計画は「後進県よりの脱脚」をスローガンに所得の向上，過疎地の解消，人口流出防〆■腎

止，出稼ぎよりの解放などを具体的目標としております。

しかし要めとなる施策の具体化にあたり広田湾埋立反対，花巻空港拡張反対などの運動がおこって

おります。県民のための施策が県民より反対されておることはその計画に幾多の問題点があるからで

す。

広田湾，花巻空港の住民運動は，環境破壊や住民の生活権を守るためのいわば予防闘争とでも言え

ましょう。

県下には，このような予防闘争ではなく，現に公害で苦しみ公害をなくする運動をしている人達も

おります。東磐井郡東山町，和賀郡，江釣子村，釡石市松原町の人達がそうです。毎日ぱいじん，悪

臭，騒音などが町をおそい健康を害している人もおります。

公害を生ずる企奏が現に存在し企業活動をしている場合は，被害者達のこと，その企業で生計を立

たてている人達のこと,その町の政治など地域によって複雑な問題があり簡単に割り切れない面があ．

ります。

しかし人間として住みよい環境にするため，被害者が結束して根強い運動を続けることがもっとも／、

効果的です。

官尊民卑と言はれる本県におきましても，このように住民が結束して行政をゆさぶり公害企業との

直接交渉にと運動が展開され始めたことは住民の権利意識の向上とともに，マスコミ，さらに教育の

力なども大きい役割を果たしているのではないでしょうか。

代表的な住民運動にふれてみましたが，県内にはまだまだ多数の公害が生じて住民運動が行なわれて

おります。

これら運動を中心に県下の公害の状況についてできるだけ綜合的に捉えてみたいと思います。公害

の定義は色,々 考えられますが，主に事業活動により生ずる環境破壊と考えていきたいと思います。

- １ -



2 …
は じ め に

ようやく松原町の公害がマスコミで取り上げられ、新日本製鉄釡石製鉄所の責任が問題にされ始めて

きました。公害が社会問題化して日も浅いのですが，釡石の製鉄所による，ぱいじん被害は大戦後

まもなくから始まったようです。

松原町は工場配置，地形．気象などの関係で，他町より特にひどくぱいじん，悪臭，亜硫酸ガス，

騒音など①公害に苦しめられてきました。昭４５年末ぜんそくで亡くなった人もいるくらいです。

釡石市は古来哨鉄の町〃で製鉄所の占める位置は大きく，市の行政を見ても市長をはじめ市会議員

も多数製鉄所関係の人達がなっております。このこと自体は別に悪いことではありませんが，松原町

の公害で苦しんでいる小数の人達にとっては被害対策漁まとんどなされない不利な結果となりました。

製鉄所も見て見ぬふりの状憩でした。

今まで被害をこうむっても泣き寝入りの状態でしたが，昨年９月被害者が結果して，公害をなくし

ていこうと立ち上りp,松原公害追放協議会〃が結成されました。以下はこの協議会の結成以来１年間

の動きを中心に，被害の実情，関係機関の動き，公害の発生源，今後の問題点などをみなさんに知っ

…

て頂こうとして書いたものです。

１きれいな空気と青さし､つばいの自然を

、ノ釡石に住んでいる人達は松原をよく知っているようなことを言います｡自分達も多少は被害をう

けているので》それより推察しているのでしょうが，松原の公害は，実際そこに生活してみなけれ

ばわからない類いの被害ではないでしょうか。松原町の中でも特にひどい地区に住んでいる木川田

ひろみさん（白山小４年）の作文を読んで下さい。

「私は釡石市でも一番大へんな公害の町，松原町に住んでいます。松原に来たのは父母の仕事のた

め２年前にひっこして来ました。ところが松原はせいてつ所のバイジンやそう音の公害で大きらい

な所です。どうしてこんな所に来たのかと泣いて父母を困らせた時もありました。父母も始めての

松原町なので公害には，私以上に困っているようすでした。朝おきると母はそうじにむ中です，『

このほこりみろ，おきろ，そうじができないじやないか』と口うるさい母の公害がどなります。私

は『おくんとうできたかな，ごはんできたかな』と私なりに時計を見ながら心配です。母はごはん
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もつくらず一人でせいてつ所のバイジンの公害とたたかっていますｂ父もまた『外に出て新しい空

気をすって目をさませ』とうるさい。父におわれて外に出る。外は部屋の中以上たいへん，道ろな

んか砂でもまいたようになっている。父がいう新しい空気ってどんなこというの，朝だから空気は

いくら冷たいけれど目に入ってくるほこりがにくたらしい。目かくしをして口からすうと，のどの

中に入ってきて，びょう気になるでしょう。

松原には，せいてつ所の公害で目やのどのびよう気になっている人がたくさんいるのです。むかし

とちがって今はすぐれた研究家もたくさんいるはずです。けんこうな人たちを不幸にしないで下さ

い。私たちが大人になるまで公害もんだいがなくならないのでしょうか。同じ釡石でもせいてつ所／、
‘ １

の公害を感じていない人たちもいます。そんな所にこどもたちだけでもおいてください。大人たち

は，公害のない自然のなかで育ったのでしょう，早くなくして私たちにもきれいな空気と青さいっ

ぱいの自然を作って下さい。おねがいします。」

けんこうな人を不幸にしないで下さい，大人達はきれいな自然の中で育ったはず，私達もそのよ

うな所に住ませてほしい，と主張しております。

私達大人は子供達の健康をどの程度真剣に考えてきたでしょうか。元気いっぱいの字で「きれいな

空気と青さいっぱいの自然を作って下さい。おねがいします」とありました。この結びを真剣に受

け取めていかなければなりません。

次にぜん息で２年前御二人を失なった細川トリさんのお話しを聞いて下さい。御主人は松原で生ま

れ育った人で５０才頃ぜんそくにかユリ６５才で亡くなられました。現在は息子さんがトタン屋の

家業を継いでおります。住居は松原１丁目，製鉄所境界にあり最つとも被害のひどい所です。

ざ、

- 細 川 卜 リ さ ん の 話 し 一

とうさんの病気というのは，今でいうぜんそくだったのね，若いときにはそんなことなく・・・

戦後この方自然と伽式弱くなり病気になり・・・その病気が公害と言われないかもしれないども，「

空気のきれいなところに行きたい，行きたい」と願って亡くなったから・・・，上のほうさ引越し

たいと思った（上のほうとは松原町の山側で山のため公害が少ない）が金銭的に無理だったのね，

とうさん言うには「オレが病気で死んでいくのは，なんでもない，このほこりで命とられるＪとい

って病院さも行かないでここで人生終ったから・・・，ぜんそくで体せつないから，せきすると1０
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も釦も汗でるくらいせきして，ここでねまっても，もやめくし，外さ出はっても外もほこりでいつ

ぱいで「空気のいいとこに行きたい」といっそこうして何年と悩んで亡くなったから・・・，ここ

は車歩いたり，いろいろなほこりもくるけども，私もせいしゆく（きれＷこ）したいと思うから冬

でも夏も水をはるのね，だども，上から飛んで

くるもんだからどうにもならないのね，だから

なんにも会社の公害でなくなったと言われない

ども，いづれにしても出はって眺めればほこり

だし，自分の体せつないし，せきはでてくるし

空気は悪いしね，それを死ぬまで言って亡くな

ったの。。。。。

におい力戦いときとか空気の悪いときにぜんそ

くでかすのね，それでも今むかい（酸素工場が

ある，騒音発生）落ちついたからいいども，これがさかんと工事中のときは家がよちよちゆさる，

〆・恥）

この茶だんす１年に３回くらいころぶのね，カタカタとゆるいで，体せつなくて何かと気になるの

ね，冬のことはまだいいども夏がやっぱし外さ出てみたいことあんだつけどもね，朝に油川（製鉄

所の排水）の熱い空気が出てそれがその’のどやつけられんだもね，オラでもえそれだから体せつ

ないし，どっちさもいくこともないし，出はったと思えば入り，出はったと思えば入り，してそれ

でも少しでも悪くないときは上のほうさ行き「あ松むこうのほうさ行けばこっただでないな空気

いいガナー，オラエのほうはなんでこんだだな」と言い言いなくなったもんだからね。松原はもと

より空気悪いところでないから・・・終戦後空気
…

悪くなったからね・・・・家のあたりは油川の水

でノドやっつけられるしね，なんていうんだか，

ノドツからいところあるのね，朝に体せつないと

き，むかいの工事中１カ月，２カ月おつちみりな

ったこと（騒音）あったの，夜昼ピーピー，ピー

ピーなんと，もの聞こえないし，話しも・・・

家のトウサンは自分の手で耳ふさいだったりした

の。

ﾄ'リさんの家では戦前は外でモチつきを

したそうでその頃は油川でナベ洗ったり

泳いだりしたそうです。

トリさんは松原の空気のよさは３段に分

けられると言っていました。お話しを聞

いた当日の朝もすごい臭いがして朝胸が

苦しくなったとのことです。１日１０回

うがいをしています。
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体悪い人がいても家柄もこうだし，どこさ移転するにもお金ないし，かかるしどうにもならないわ

けだ,ほこりも入らないように家の建て直しも仕事もできない，だから自分で自分が「アー空気のい

いところに行けば俺のノドがよくなるのだ力猜院さ入院してもわかんないから，まずいいから」っ

てここでねまって，そこさでがって，このたたかいで人生終ったから・・・，ただそれだけがかわ

いそうだなと思うわけでござんす。

なくなった時は１１月で，いちばんひどかったもの。朝，法事さいくといって行くときも「そこの

戸少し開けてける」ってす，「父さん，今朝ほこり飛んでいるし，寒いし」と言っただども「まず

ホコリ飛んでもいいから」って，ご法事から帰ってきて，ここさ腰かけ亡くなったから・・・，戸

開いてみたいが面はけば（顔を出せば）ホコリだしね，してそこの戸開けて「あ，気持いいな」っ

て，そこでころんで命落したから。。・・・

今朝もにおいひどかったにね胸苦しくなった，夜中も苦しくなって目さめることあるの。とうさん

は丈夫な人だったのね，若い頃から消防に出ていたし，子供いっぱいあるし，一生懸命働らいてい

たの，背は小さかったども，太って元気だったもね・・・，だんだんせきも出るようになり，に主

いきてさらにむせる「雨降ればホコリ飛ばないし，雨降ればいい，いい」って言って気分よがった

・・・･空気良ければもっと長生きしたと思うの。」

昭和４７年１月

「空気のきれいなところに行きたい」といいながら亡くなった御主人，それをどうにもできない家

族の気持はどんなんだったでしょうか。・・・。

,／̅、

〆 へ

２１ト月に９３ t のぱいじんが降る

図２-１を見ると釡石市は製鉄所が中央に位瞳し街が大きく３つに分断されていることがわかりま

す｡製鉄所東側の松原.鰐地区’北側の商店街地区西側の製鉄所社宅地区,鉄粉を主とするぱい
じんの盆は松原９３t,商店街地区３１．８t,社宅地区１６.５tとなっております。これは，ぱい

じん発生源，地形，気象などの関係によるのです。他の都市は東京9.9t,八幡市城山５５．８t,

川崎市最大地４４.６tとなっており，松原が如何に多いかわかるでしょう。

ぱいじん量が多いことは，当然空気も濁っていることになります。
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図２-１

〆

◎廐

ｌ
届
Ｉ 毒
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空気中に浮遊している粉じんは，昭和４６年３月２６日図２-２

～２７日の調べでは，大渡町が多く０．２３４〃塚／流，伽

松原町が０．２３０”／流，鈴子町O.195"/"fと
９０

なっています。

浮遊じんの環境基準は0.1”／が以下と規制されて８０

おり，明らかに基準オーバーですｂオーバーしたか
７０

らといってどのような手だてがとられたかは不明で(t)

すｂ測定値が有効に活用されてこそ意味があるはず

ですが。・・・。

松原町ぱいじん年次変化

/、
(51t

／へ、
4 ２ ４ ３ ４ ４ 輻

ｊ妬伸
松原の浮遊粉じんは他地区よりタール分(8.3""/??f)が多く，タール中の発ガン物質は心配な

いものでしょうか。継続して測定し監視してほしいもの

です。

亜硫酸ガスについては，年次変化を見ると図２一３の

ように変化してきつつあります。年平均0.02ppmは

環境基準(0.05ppm)以下ですが，松原の最高濃度

は０．20ppmで釡石保健所はO.07ppmですから松

原は時々高濃度の亜硫酸ガスにおそわれているといえま

9 3 t / k 〆 。 陣 っ 流

卜日lァ１世"多〃､七h糠↓ァＣ

のことと同禄ですｏ

蜂下ぱいじんの規制はありませ“Ⅸ

ｔ降ろうが即ｔ降ろうが，企業は

知らん顔できます。

昨年１０月は205 . 5 t降り主L#

す。

この測定法は導電率法といいます。亜硫酸ガスの測定には他にPbo２(２酸化鉛法）という方法が〆̅、

ありこれで測定した結果は図２-２×印です。これで気づくことは同じ亜硫酸ガスの測定でも，測

定方法により異なる傾向を示めすということです
図２-３

亜 硫 酸 ガ ス 年 次 変 化 ｏ P b o 2 法 の ほ う が 実 際 の 亜 硫 酸 ガ ス に 比 例 し た

松原
1.2値を示めすといわれております。しかし，規制は

３不確かな導電率法のデータによっているのです。

噌規制で億．2…以上の大気汚染が3鮒以±
-1.0喜統いたときは緊急時規制の癒囲に入るわけですが

０．９８果してこのようなことはなかったでしょうか。無
の、ン人の測定器では高濃度だからといって即座に規制

0． 0３

0． 0２

Ｑ0１ 松原

､b｡,
4 ３ ４ ４ ４ ５ 銘
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はできるはずはありません。

測定→分析→規制の問題に他に測定地点の問題もありますがこれについては住民協の調査の項で述

べます。

この他時々正体不明の悪臭（コークス炉，タールエ場より）が松原町をおそいますｂ

３ 嫁 に や る な ら 製 鉄 所 一 釡 石 の 背 景 一

１０数年前より環境破壊が生じているのに昨年までなぜ公害反対運動が起らなかったのでしょうか

。次のような理由があげられるでしょう。

１．幕末以来鉄の町として栄えてきたことによる被害の慢性化。戦前にも硫酸工場による衣類に穴

があいたりする公害があった，これら被害の積み重ねによる慣れがあった。

２．釡石市は製鉄所に依存して成り立っている。税収の４割は製鉄所からと言われている。人口７

万の大部分は製鉄所と関係があり恩恵を受けているこのことより，製鉄所発展のため少しくら

いは我慢しなければならない，公害などと騒いで会社がつぶれては困るという考えが支配的。

３．被害の大きい地域が極限されていること

松原町６００世帯のなかでも約１００世帯３００人くらいが箸るしい被害をこうむっていると

いえよう。７万人の３００人では色々な面で切捨てになるであろうし，発言も弱い。

４．製鉄所は偉いということ

「嫁にやるなら製鉄所」という歌もあるくらいで，製鉄所従業員は釡石のエリートであり，２

とも関連し釡石を背負って立っている。市民を養なっているという自負心がある。また市民も

それを認めている。このことより一般市民の製鉄所従業員並びに製鉄所に対する畏敬，遠慮が

あった。

５．人権意識力輔かつたこと

憲法２５条に「すべて国民は，健康で文化的な最低限度の生活を営なむ権利を有する」とある

。このような基本的入梅が個人個人に有するという意識が薄かった。

公害が社会問題化して日も浅いのですが，前記諸理由により被害者は泣き寝入りしてきたのではな

…

ー

いでしょう力も

協議会で行なったアンケート中「なぜ苦情を製鉄所に訴つたえなかったか」という問に，他の理由

にまじって「首になると困る」「勇気がなかった」「製鉄所あっての釡石だから」「遠慮から」，
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「われわれの話しを聞いてくれない」「釡石発展のため」などとあったことからも，この辺の事情

がわかると思います｡

４水はきれいに，大気は汚なく昭４６年までの製鉄所こよる公害対策

昭和４６年までの公害対策を見ると，各機関で形式的，世論対策的な対策が行なわれてきたようで

す。松原町内会では毎年１万円の予算を計上し公害対策をしていくことになっていましたが，町内

会の目的，組織，性格上の問題，被害の地域差もあり例年不活発でした。現市長はもと製鉄所組合

委員長の栗沢勇治です｡市議会議員も製鉄所関係が多数おり，市税の4割は製鉄所からということｎ
もあり，市と製鉄所は運命共同体として慣れあいになってきました。市長の諮問機関としての，市

公害対策委員会は，昭４５年度は３度の会合と１度の工場視察をほした混在までの動きを見て判断

するに，あまり期待できそうもありません。溝成は市議５名学識経験者８名です。

製鉄所労組運動を見ますと公害問題に触れようとしませんｂ現在の粗鋼生産高は年間約１２０万ｔ

ですが，これを３００万ｔにしようとする計画が労組のほうから提案されるくらいで，まさに労使

一体といったところです。加うるに従業員内部の厳しい職階制は隅右まで行き渡っているようで》

公害を内部から口に出すことはタブーのようです。

岩手県における唯一の大企業のためもあり，県との癒着もかなり強そうです。４５年県企画部よ

り出された「公害の現況と対策」の中に，公害防止施設改善措置状況として釡石製鉄所は以下のよ

うに登録しています。

１高炉戻水装慨の設置 〆、

２ファイナルクーラ冷水塔設腫

３応1.2消火塔安水散水装置

４化成工場ファイナルクーラー用ピット増設

５鋳物工場・排水処理設備

６活性汚泥法採用

これを見ると松原にもっとも被害を与えているぱいじん，悪臭対策は一つもなされておりません，

ひどいことに１～４までは公害防止とは言えれない装置なのです。３は川をきれいにしますが,il
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

に流すものを空に放出する方法で排水処理を怠った安易な，危険なやり方なのですｂ有毒なシアン

フェノールを含む安水を赤熱コークスにかけ，これら有毒成分を加熱分解させると同時にコークス

-２１-
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を冷却する一挙両得な方法ですが，この際発生するガスには有毒物質が入ってくるのです｡

ｌの戻水装置は製鉄所８０年史に水不足のため戻水（水を循環し使用する）は必要であると明記さ

れております。６の活性汚泥法はシアン・フェノールを生物的に処理する方法ですが，いまだ採用

されておりません，同じ雷類中の他の企業は明らかに公害防止施設が記載されておりました。

製鉄所において，１０年ほど前，駅前一帯に赤い粉じん（酸化鉄）をまき散らしていた転炉に洗浄

集じん機をとり付けることにより，ある程度ぱいじん発生の防止に成功しましたが，松原にもっと

も被害を与えている焼結炉は工場の奥，山側にあり（４-１図）

煙突は低く街からは見えません。またキラキラと呼んでいるグラフアイト（炭素）の発生源，鋳銑

機も見えません。そのためなのか前記転炉集じん機を最後に大気汚染対策は昨年までほとんど行な

われなかったのです。

昭和４５年釡石湾が国の水質保全海域に指定されたためでしょう力も健康破壊よりも法規制のある

～

排水を，という発想が続いてきたと勘ぐりたくなります。

ー

／
一 理 一



○

／̅、
LP 〆

/̅、

幼』
〃

／
ダ
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５ 立 ち 上 っ た 住 民 松 原 公 害 追 放 住 民 協 謹 会

このように行政（国，県，市）の姿勢は被害者側を向いていない．企業も誠意ある対策を栂じてい

ない現状で，被害者は誰を頼ればよいのでしょうか。やはり自分達しか頼れる者がない，我々自身

で根強い公害反対運動を進めていこうということになりました。

松原で生まれ育った大久保勝雄氏が発起人となり，昭４６年９月１７日松原公害追放協議会が結成

されました｡'諸悪条件にもめげず被害者が自覚し立ち上った記念すべきスタートでした。出席７０

数名。

ー

松
原
地
区

公
害
追
放
住
民
協
議
会
結
成
に
つ
い
て

私
た
ち
松
原
地
区
に
住
む
者
に
と
り
、
新
日
鉄
釡
石
工
場

よ
り
発
生
す
る
日
本
一
多
い
降
下
ぱ
い
じ
ん
、
加
う
る
に

あ
の
不
快
な
臭
い
は
、
毎
日
の
家
庭
生
活
を
破
壊
し
、
健

康
を
む
し
ば
み
忍
耐
も
限
度
に
き
て
お
り
ま
す
。

今
ま
で
、
会
社
に
個
人
的
に
苦
悩
を
持
ち
込
ん
で
も
誠
意

あ
る
処
圃
が
と
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

し
て
会
社
は
数
憾
円
の
処
理
装
磁
を
設
歴
す
る
。
ま
た
今

迄
に
数
十
億
円
の
公
害
防
止
装
置
を
か
け
て
き
た
と
説
明

し
て
き
ま
し
た
が
、
一
向
に
ぱ
い
じ
ん
が
減
る
わ
け
で
は

な
し
、
悪
臭
の
減
少
の
き
ざ
し
も
み
え
ま
せ
ん
。

子
供
達
、
私
達
自
身
の
生
活
と
健
康
を
考
え
る
と
き
、
私

達
の
環
境
は
果
し
て
こ
の
ま
奥
で
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

会
社
側
は
、
私
達
に
公
害
防
止
の
真
実
を
示
し
て
い
る
で

し
ょ
う
か
。
誠
意
あ
る
対
策
を
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

個
人
的
不
満
と
し
て
で
は
な
く
、
私
達
松
原
住
民
は
結
束

し
て
、
ぱ
い
じ
ん
も
な
く
い
や
な
臭
い
も
な
く
、
い
つ
も

窓
を
開
け
ら
れ
る
環
境
作
り
の
た
め
努
力
し
よ
う
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
、

子
供
達
と
私
達
の
た
め
に
・
・
・
・
・
・

（以下略）

Ｉ

（
結
成
趣
意
書
）

ー

それから１年間経とうとしております。１年間の歩みは，戸惑いと試行錯誤の繰り返しでしたが，

わずかながら成果をあげつふあります。

一
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１年間の活動経過

4６．９．１降下ぱいじん測定用バケツ設置

１７協議会発足

20製鉄所に質問状を手渡す

２１和賀郡江釣子村岩手製鉄公害対策協に行き惜報交換

２９市長に質問書を提出

３０被害アンケート配布

１０．１４市長と対談，協議会よりの質問書の回答書をもらう

２６製鉄所より質問状に対する回答が口頭でなされる

３０被害アンケート集計

１１．６第２回協議会

１２．６第３回協議会

4Z1．18川崎市大師病院副院長と面談

１９環境庁に請願

（この頃市保健婦による公害予備調査始める）

２．２６第４回協議会

（２５より岩手医大による公害健康診断行なわる）

３．２２製鉄所視察学習会

２４製鉄所立入視察

Z10損害額調査アンケート配布

（岩手医大呼吸器，眼疾調査まとまる）

８．２県公害課陳情

岩手医大に行き公害健康調査担当者と面談

／̅、
、

/̅ 、

〆
ダ

９．１１協議会ニュース第８号配布

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

活動をまとめると

１.住民による独自調査被害実態調査，損害額調査，ぱいじん分布調査

-２５-



2.加害者である製鉄所との交渉，並びに住民による立入視察

3.公害から住民を守る行政機関（国一環境庁，県一公害課，市一公害課）への陳憎

4.住民協議会の開催，協議会ニュースによる経過報告

5.その他情報収集など

１～５の組み合わせで歩んでいる状態です。

ｏ松原公書追放住民協議会会則

，） １この会は松原公害追放協議会と称し，事務局を会長宅に置きます。
２この会は降下ぱいじん，騒音，悪臭等の公害を無くすることを目的とします。
３この会は前条の目的を達成するため次の運動を行います。
イ，松原住民の生活權擁護と健康保持について
ロ，松原住民の財産擁護と環境衛生について
ハ，運動促進に必要な一切。調査活動について
二，会員相互の連絡を密にするため集会をもちます。
ホ，前項の目的を達成するため各行政機関，企業等と交渉を行います。

４前条の趣旨に賛成される人は誰でも会員になることができます。
５この会に加入しようとする人は，会長に申し込むものとします。

註：会員については名前を公表しません
６この会に下記の役員を置きます

会長１名，事務局若干名，会計１名，相談役若干名
７会員の集会は会長が必要と認める場合にその都度行います。
８会費は一世帯月１０円とします
９会員の集会により諸事項を決議します。，）

５ - ’ 住 民 協 の 調 査 被 害 実 態 調 査 ， ぱ い じ ん 調 査

被害実態調査結果４６．１０実施（以下調査結果の抄を記載）

（アンケート回答数松原１丁目４８，２丁目５７，３丁目２０，計１２４）

＜健康について＞

１．病気にか坐っている入

居 る 居 な い

弓雨一-１１丁目

- 溺 一

４４．７％



居 る 居ない

２丁目

３丁目

合 計

46.1筋５３．９％

(ｲ)病気にか入っている人

祖父母 夫 婦 子 供

（側合 計

(ﾛ臓名は？

ぜ ん そ く 眼 疾 の ど 気 管 支 炎 鼻 炎 そ の 他
5.5妬合 計

f樋院して

いないい る

合 計

(二)公害に関係あると思うか

思 う 思 わ な い わ か ら な い
『̅、15.4妬’１丁目

２丁目

３丁目

合 計

可 ̅ 弱 司
亘 亜

’

2．粉じんが目にはいったことが

ないあ る

合 計 ９９．２妬

-２７-

４６．８％ 53.2妬

４６．７％ ５３．３％

１４．８妬 44．鋼 40.9筋

16．“ ２５．５％ ２４．６筋 16.4筋 11.8筋

５６．３％

８０．８妬 3.8

6 ０ 錫 １５妬

８５．７妬

７３．６妬



(ｲ）何度位

1 ～ １ ０ 回 １ ０ へ 2 0 回 釦 回 以 上 常 時

合 計

や）粉じんはすぐとれました
病院にいった 水で洗った 自然にとれた

２３．１筋

3．声がれについて

以前よりおかしい〃） 変わりない- - 両 ̅ 扇 一 一 一 一 司

4．貧血について
あ る な い

１丁目

２丁目

３丁目

合 計

’42 .8筋

５．たちくらみについて

あ る な い
45.2弓可） １丁目

２丁目

３丁目

合 計
̅ 亜 ̅ § - 司

Ｚ悪臭で具合悪くなったことが

あ る な い

１丁目

２丁目

３丁目

合 計

一 認 T す - 司

-２８-

22 .5筋 10.8 9．９ 56.8

４４．４妬 ３２．５筋

３６秘

3 Z ６ %

5 2２%

８３．４妬 16.6

５３．２鯵

５４．８筋

７０．６妬 ２９．４錫

９０．９冊

6尻２筋

65 . 8妬 ３４．２兜

６６．７筋

９３．７易

70.6粥 2 2 ４ %



8．騒音で具合悪くなったことが
あ る な い

１丁目

２丁目

３丁目

合 計印 4 1 . 5 『司

9 ． 藤 邪

（《ひきやすい ふつう
１丁目

２丁目

３丁目

合 計

- 耐 可 司

10.公害のためイライラしたり精神不安定なことはありませんか

あ る な い

１丁目

２丁目

３丁目

合 計
易̅

ゲー､１
11．苦情について

イ，製翻に苦情をもちこんだことは

あ る な し、

合 計

＜住居等の破損状況＞

１．家の状況

ばい煙のため黒々 サビがひどい その他
１丁目
２丁目
３丁目

一 四 一

60 .9妬 36 .0錫

５８．５筋

６２．５妬 3 Z５ %

６５．３筋 ３４．７兜

７３．３妬

６５．３妬 ３４．７妬

５１．２妬 48 .8緒

５１．３粥

7 ０ 妬

53.3筋

9 .3 90 .7筋

５３．０錫 ４５．４％ １．５筋
６１．９妬 38 . 4筋 １．９％
６５．５笏 ’ ３４．５妬



１．４妬年数とともに黒くなる2.0%
合 計

2．トタン屋根のペンキ塗りかえ
あ る な い

合 計

何回塗りかえましたか
１年に１回 ５ 年 １ 回 そ の 他年に２回２年1回

｜’ ’合 計
ー 4年1回

3．雨トイは役目を果していますか
果していない 果している

１丁目

２丁目

３丁目

合 計

豪雨トイにぱいじんがたまるため

4．カワラ屋樹ま何年に１度掃除しますか

半 年 １ 年 ２ 年 ３ 年 ４ 年 ５ 年 １ ０ 年 そ の 他

合 計
ー

蕊カワラの下にぱいじんがさユリこみカワラを持ち上げる。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊ ＊

＊葉くｱﾝｹーﾄ中の文章〉（抄） ＊

葉。住居など･煤僅が部屋中入ってくる・職じんがｶﾜﾗに入り雨がもる・ﾄﾀﾝのくさ葉
＊ ＊
＊ りが早い，サピがひどい・何回ペンキを塗っても同じこと・雨トイにぱい＊
＊ ＊
＊ じ ん が た ま り 重 み で こ わ れ る ｡ *
＊ ＊
＊ ・ 雨 ト イ は 雨 が 降 っ た 日 必 ず 掃 除 し ま す 。 ＊
＊ ＊
＊ ＊・車は３日も外におくとサピている・２年目にはすっかりサビます。＊ ＊
＊ ＊
＊ ・ 倉 庫 は ば い 煙 で 一 杯 で す ， 参 考 に 見 せ て も よ い ｡ *

- 釦 一

5 Z ７ %

70.4筋

３４．４妬 1 Z ４ % 10.9 Z８ １８．８筋

７２．１易

7 Z ５ % ２２．５妬

８５．７筋 １４．３儲

７６．３筋 ２３．７妬

１４．３妬 1 Z９ % 1 2 ９ % 1４．３ Z１ 10.7 １０．７ Z１



＊ ・ 掃 除 の 時 以 外 窓 を あ げ な い 。 サ ッ シ に し て も レ ー ル に た ま る ＊
＊ ＊
＊ ・ 植 物 は 葉 が ち ぢ ん だ り ， 枯 れ た り す る ， 咲 い た 花 で も １ 日 で ま っ 黒 ＊
＊ ＊

堂｡健康など･眼は充血することしばしば,角瞬こ赤<線が入り'ケ月くらい痛かった｡・目全体素
＊ ＊

が痛い＊ ＊
＊ ＊
＊・自分達は釡石から出ます，公害にはたえられません。・製鉄所向きに窓のない家を＊
＊ ＊

たてた。＊ ＊
＊ ＊
＊ ・掃除をするときや,寝不足のときはｲﾗｲﾗ・風邪をひくと１週間は通院せねば華
＊
＊ ＊

ならずイライラ，・夜中の音のひびき＊ ＊
＊ ＊
＊ ・ ノ イ ロ ー ゼ 気 味 （ 家 庭 不 和 ） ・ 夏 の 暑 い 日 に 窓 を 開 け ら れ な い ＊
＊ ＊
＊ ・ 洗 濯 物 が 汚 れ る ， 子 守 り イ ラ イ ラ 安 眠 で き な い ＊
＊ ＊

巽｡苦情・個人でいっても受付けないと思う,．どうにもならないとあきらめた ＊
＊

＊ ＊
＊ ・ 社 の 適 切 な 判 断 を 期 待 し て い た が 心 か ら 考 え て く れ な い 。 ＊
＊ ＊
*o市へ。なまぬるすぎる，放腫的，消極的・統計だけ・なんのための公害課かわからな＊
＊ ＊い,ほんとうに住民のことを考えるのならば実際に見たり聞いたりし製鉄所に積極紫＊
＊
＊ ＊的に話しあうべき＊ ＊
＊ ＊
＊・松原住民は大変苦しんでいるのです，もつともつと親身になって考えてほしい。＊
＊ ＊
＊ ＊
＊ ＊

葉｡その他・空気が悪いためすぐ風邪をひきやすくのどもｶﾗｶﾗ・被害者に補償を出すべき華、夜にたくさん出している．他市より来たが松原に住んで噂には聞いていたがよくｆ＊
＊ 訂 、

こんなところに住めるものだと思う。、いく場もなく泣き寝入り．これ以上健葉＊
＊
＊ ＊
＊ 康 な 体 を 悪 く し た く な い 。 ＊
＊ ＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

/̅弓

（一

３丁目を中心に，生活，健康破壊が生じていることがわかります。

このアンケート結果を見て被害のひどさを誰でもおわかりになると思います。１２４世帯中病気に

かかっている人がいる４５．７％

病気の内容は大気汚染公害病のぜんそく，気管支炎さらに製鉄所特有の鉄粉による眼疾，これは

明らかに公害病であり９４．５笏にものぼっております。

しかし，公害に関係あるかに対し思う７３．６％，思わないZ6%,わからない18．9%となりわか
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らない人が案外多いことは，被害の慢性化による価れのためでしょう。

次の高校生に対して行ったアンケート結果を見て下さい。

ー

蒸小白浜釡石市の南にある漁村 (4Z9 )

上記の表を見ても公害の影響がわかります。

上表の症状は公害病の前期症状でないだろうかと心配です。住民協では目下損害額調査をしており

ますがまだ結果がまとまっておりません。

バケツによる降下ぱいじん調査

昨年９月より松原町内６ケ所（１２月より７ケ所）にポリバケツを置きぱいじん調査を行なってい

ます。これは，現在県で測定している大久保鉄工所は松原町の東はずれのほうにあり，ぱいじん被

害のひどい地点ではないので，大久保鉄工所より製鉄所側では，どの程度ぱいじんが降っているか

はっきりさせるため行なっているのです。（図５-１）参照標準測定器（デポジットケージという）

は高価なのでポリバケツで代用しております。１卜月毎に降下量を測定し，各地点で大久保鉄工所

の何倍を求め，県測定のデータを借用し，ここでは何ｔ降ったというように推定しております。

昨年９月より今年６月まで測定した平均値をとり，

ー

等濃度の地点を推定して描いたものが図５-１です。

この結果頭初の予想通り，三浦造花店③地点では①

の大久保鉄工所の1.7倍，島漁業②では1.5倍と高

し値を示めしました。従って県発表が93tの場合

三浦造花店は158tくらい，島漁業では140t

くらい降っていることになります。

デポジァトケージ

Ｌ4■■■
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松原（１２名） 小白浜（８名）

目が赤くなることがある

風邪を引きやすい

くしゃみが続くことがある

のどがつまるような感じ

のどがいたむ

貧血気味

はい６７易（８／１２）

はい５０妬（６／１２）

はい５０易（６／１２）

はい８３妬（１０／１２）

はい６７筋（８／１２）

はい５０筋（６／１２）

12.5筋（1／8）
Ｏ妬

粥

筋

弼

弼

０

０

０

０



デポジットケージによる月別測定値住民の身になって考えるならば最つと

も被害の大きい民家附近に測定器を溌くよ

うにすることが当然のことではないでしょ

うか。

大久保鉄工所が県の測定点となったことは

、人〃よりも蝋地域〃を重視した発想と考

えられます。

１００

８０

(脇)‘０
４０

２０

/̅、

１２５４５６７８９１０１１１２
（月）

図５-１バケツ設置箇所

§､慰撫、虹 ）

謬言

郷毒
（叩

駅町）勺消防＃
(亜硫酸ガス）

今月１月より，三浦造花店隣りの大久保電気店の屋上に，市の測定器が設置されました。これは前

進面として評価されますが，データの公開がなされてこそ真価が発揮されるもの，市当局に公開を

期待します。

ぱいじんと同様なことが亜硫酸ガス（大久保鉄工所，消防屯所で測定図５-１）についても言えま

す。亜硫酸ガスについては今年１０月からバケツ同様に地域差比較を行なう予定です（アルカリ紙

法）。これら測定は釡石工業高校自然科学同好会の女性徒が行なっています。
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５ - ２ わ か っ て も わ か ら な く て も 結 構 で す - 製 鉄 所 の 言 い 分

数度にわたる製鉄所との交渉の過程において，製鉄所（環境管理部）の姿勢は，高圧的なものから

次第に低姿勢に変化してきたようです。これは，協議会の基盤がしっかりしてきたこと，協議会の

活動とそれに伴なう。マスコミの力，これらによる世論形成などにより変化せざるをえなかったと

いえましょう。初期の頃は，いまにつぶれる会であろうとでも思っていたのでしょうか，高圧的，

事務的応待でした。

このことは，次の製鉄所長への

質問状回答からもおわかりいた

だけると思います。回答は数度

の催促の結果，回答期限の１卜

月遅れに文謝ではなく口頭でな

されました。回答者は管理部副

部長と課長です。

回答に先立って，協議会の組織

人員，交渉者の会での位置など

が聞かれました。

釡 石 製 鉄 所

今から１１０年前（安政４年）南部藩士大島
高任が，近代製鉄法（洋式高炉）による，鉱石
精錬に成功し出発した我国最初の製鉄所ですｂ
その後幾多の変遷を重ね現在粗鋼生産高は年間
約120万ｔ・
主なる製品は鋳物用銑銭鋼矢板，綿材形鋼な
どであり従業員は約４，６００名（４６．５）。
室蘭，広畑などの製鉄所と比べると，粗鋼伸長
率はあまりふるわず，昭３９年のデータでは，
１人あたり粗鋼生産高，釡石8.8t,室蘭21.8
ｔとなっております。
従業員は高年令層が多く平均年令は高い，狭い
土地に立地しているため伸び悩んでいる。高炉
は２基あり出銑量が少ないため小回りがきくこ
とが長所で，新日鉄に占める割は４％と言われ
ます。

全-）

い）
製 鉄 所 よ り の 回 答 一 録 音 よ り - ４ ６ １ ０ ． ２ ６

質１松原地区の約４世帯に１世帯は気管支炎の病気にかかっている現状ですが，製鉄所では被害に

ついてどの程度把握しているのか，その責任はどこにあると思うか。

答釡石市が気管支炎などが特に多いということは聞いていない，また松原町の気管支炎の病気に

ついて我々は，はっきりしたことをつかんではおりませんので，いづれ市の調査で明らかにな

ると思う。

質２降下ぱいじん，浮遊粉じん，悪臭などは生産過程のどの部門に発生するものか，またその趣は

どの程度なのか。
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答ぱいじん，粉じんは原料や燃料の粉の多いものを取り扱うことに起因するものが多い，主とし

て製鉄部門，においは石炭を乾留する過程，乾留した生産品を取り扱う過程で発生するものが

多い。

質３ここ１０年間のぱいじん等についての資料を年度別（月別）について教えてほしい。また，昼

と夜とでは大分その降下瞳が違うようだが。

答市発行調査書参照生産については昼と夜とで区別してません。

質４ぱいじん，悪臭，騒音などの，公害関係法とか基準との関速は，

答今迄排出趾は基準内でした｡今年６月に排出規準が強化されたがこれは2年間猶予期間がある｡〆、
現在強化策をすすめている。

騒音は今年３月規準適用となりましたが３年間猶予期間がある。悪臭防止法はまだ施行されて

おりません。

質５公害の発生源に対する対策として今までどのように取り組んできたのか。どの程度の設備を施

したのか具体的に。

答法規制への対処，あるいは法規制のないものに対しても住民の方々には迷惑をかからないよう

に積極的に取り組んできたつもりです。

質６今後どのような方針で公害対策に取り組んでいくつもりなのか（具体的）

答問５の答で回答したい

質７市との公害防止協定を結ぶつもりはないか。

答県や市の行政指導に対して環境対策を実施していること,当市は他と比べて比較的法規制が厳ｆ了
しいということ，あるいは他企業との複合汚染がないことから現状でたりると思っている｡の

質８健康被害，生活破壊の保障についてどう思っているか。

答当所としては，ぱいじんやふんじんの発生をより少なくするという設備対策に積極的に取り組

んでいく考えである。

具体的な答えを要求したのに対し，責任のがれの抽象的，一般的な答えしか得られませんでした。

「今までどのように取り組んできたか」の答えとして「住民に迷惑をかけないようにやってきた」と

一言で片付けている。迷惑をかけないようにどのようにやってきたかを知りたいのに対して・・・。

答えを要約すると「今迄現行法規を守るべくやってきたし，今後も法律の範囲内でやっていきたい，

被害については企業責任を特に感じてはいない」ということになります。
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法律を守り，規準以内でこれだけの生活破壊が生じているとするならば法律，規準というものは一体

全体誰のためのものでしょうか。少なくとも被害者のためのものではないようです。

規準云々でなく，被害の実態を知り対策を構じていく姿勢ならばこれほどまでの被害は生じなかった

でしょう。

タールの悪臭成分，コークス２段消火の際生ずるガスの成分は何か，の問に答えがなされませんでし

た。

交渉の帰り際２人の一般従業員より「我々も釡石市のため一生懸命やっているのだから黙ってついて

きてほしい」旨のことを言われ，今更ながら現状認識の甘さに驚ろいたわけです｡…

数度の交渉の結果わかったことは 今

１．製鉄所は住民に真実を知らせまいとする。質問には具体的に答えてくれなかったし，悪臭成分

についてもノーコメント，証拠を残さないように気を使っているようだ。

２．製鉄所は披害の責任を認めようとしない，従って補侭については触れたがらない。

３．法律，規準を持ち出す。規準内がどうか誰が判断するのか？

４．被害実態の認識が甘い。

５．常に協議会の足下を見，力関係で押そうとする。町内会には協力的で町内会役員会に製鉄所か

ら顔を出したりするが，協議会には要請したにかかわらず姿を見せなかった。

昭４６．９．２０現在ということで製鉄所より松原町内会を通して下記のような文書が各戸に配布されま

した。

(表５-１）ー

松原町内会殿
１）４５．９．２１～４６．９．２０に完成した設備

- 鎚 一

生産設備 対策設備名 完 成 主対策
東コークス炉

ヤ ー ド

フアイヵレク-
一

フーー
原料ベルト
コンづくア

〃

整備工場

ガイド・装入車集じん

消火塔集じん
スプリンクラー(中番庫）

沈殿池
ｶバー（防じん建屋）

(旭町の関係）
道路散水管延長
防じん堀

４５．１２．２３

４６．８．３１

４６．８．１３

４６．４．

４６．：１．

４６．６． 騒音９

粉じん

〃

排 水
粉じん

〃

粉じん



工費３億円

２）現在着工している設備（含近々着工）

/、

工費３億５千万円位
総体で７億円位の費用の予定工事完了の場合，降下
ぱいじんその他の公害は現在の１／２となる見込み。

（新日本製鉄釡石製鉄所）
一

（い
これ（表５-１）を見て一般住民にわかれというのは無理ですｂ交渉の過程でこの点について見解を

正したところ，課長日く「わかっても，わからなくても勝手です」との返事がもどってきました。

上表の内容を検討すると，１）45.9.21～妬.9.別１年間に完成した設備１０項目において，松原に

関係あるのは東コークス炉１項目だけです鱗これは粉じんの大きな発生源ではないのでｂぱいじん

降下量の減少にはなっておりません。他の項目は排水関係と，原料飛散防止ですが，中には公害防止

施設として疑問を抱かざるをえないものも入っています。第２高炉集じん機がそれで，高炉と高炉ガ

スタンクの中間にあり，ガスタンクに送入するガス清浄化のため使用されるものです。高炉ガスは燃

料として工場内で消費されます，従って，この集じん機はガス清浄化生産設備として絶対必要なもの

なのです。昔からあった集じん機を新しいものに取り替えたのでしょう。コークスエ場２段消火は前

-３７-

生産設備 対策設備名 完 成 主対策

第 ２ 高 炉
コークスエ場

船 館

集じん機（電気式）
２段消火（安水）
スプリンクラー

46 . 2 .

4 6 . Z

4６．８．

粉じん

排 水
粉じん

生産設備 対策設備名 完 成 主対策
(第１焼結）
第２焼結

酸 素 工 場
大 形 工 場
綿 材 工 場
鋳 銑 機

〃

化 成 工 場
〃

製 鋼 工 場

炭 銑 工 場

環境集じん対策
(松原に特に関係）

騒音防止堀
平行ロール排水処理施設
排水処理設備
型 上 〃
沈殿池（浮遊物）
ピッチ配合槽改良
タール蒸留沈殿池増設

転炉炉口噴煙対策
(赤い煙を防ぐ）
１高炉出口粉じん対策

）

46.11.

46.11.

4 2 ３ .

４Z３ .

４Z３.

４６．１０．

４６．１２．

４６．９．

４６．３．

４Z３.

（

粉じん

騒 音
排 水

〃

〃

〃

臭 気
排 水

粉じん

〃



に述べたように，川に流す有害物を大気に放出する装置なのです。これでは大気汚染がますますひど

くなります。

２）現在着工している設備を見ますと，焼結工場の集じんは記されているように松原に特に関係あり

ますが，１１月１０日集じん機完成後注意して煙突を見てもほとんど粉じん発生鼠は変わっておりま

せん。焼結工場には７本の煙突がありますので１本くらい集じん機をつけても，そうそうぱいじん量

は減少しないのです。酸素工場騒音防止垪は幾らか効果があったようです。化成工場ピッチ配合槽改

良（悪臭）は４６年１２月完成予定が４７年９月現在まだ完成しておりません。他の項目の多くは排

水対策です。

法律の規制の強い水質汚濁対策を主に行ない，被害を与えている大気汚染対策は後手にまわっており

ます。同じ文醤の欄外に「総体で７億円位いの予定工事完了の場合，降下ぱいじんその他の公害は現

在の１／２見込み」と記戦されています。交渉の過程̅Cこの事を確約してほしいと迫ったが断わら

れてしまいました。

町内会を通じてこのような文書が松原全戸に配られたわけですが，これが被害者住民に誠意を持って

配布するものかどうか今一度考えてみますと，１９項目のうち４項目のみが松原のためのものなので

す。たとえ１００万円であっても要するに公害がなくなればよいのです。この４項目を中心に，粉じ

ん発生理由等とあわせて，一般の人に納得いくよう，わかりやすく説明することが，企業としての誠

意のあらわれではなかったでしょうか。

「わかっても，わからなくても勝手です」という課長の発言は被害を無視した暴言であります°

ー

交渉時のやりとりなど

ｏ被害アンケートをもとに「松原では公害によるノイローゼ・イライラが多いのですが。・・・」

答「最近都会では，そのような人が多いと聞いています」

ｏ立入検査を要求したのに対して「あなたがたに立入検査の権利はありません」質「ではバイジ
ンを降らせる権利はあるのですか」「・・・・」

ｏ「当市は他と比べ比較的法規制が厳しいので。・・・・」

ｏ「テープを止めてくれれば詳しく答えます」（録音していたので）

ｏ副部長曰く「国道４５号線を通ると何回かに１回かはひどい臭いがすることがあります」

（車に乗り窓をきっちつとしめておればこういうことかもしれません）

ー
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ここで，いつも交渉の場に顔を出す，環境管理部副部長と課長についてふれてみます。上のコラムに

あるように無神経な発言が時々あったのです承お２人ともなかな力紳士で，決して悪い人ではあり

ませんでしたがんじがらめの職階制の中の立場で私達に答えざるをえなかったのでしょう。（仮に心

の中でおかしい，矛盾していると思っても）そこに何か根本的な大きな問題があるようです。（非人

間的企業の論理とでも申しましょうか）

さて，製鉄所視察は３月２４日行なわれました，この頃になり随分姿勢がやわらかになってきて，

誠意もみられるようになりました。８月中に鋳銑機の集じん機が完成する予定（実際は９月完成），

タール配合槽改良も８月に完了（実際は９月現在未完）したがって９月立入視察予定をしておりまし

たが延びそうです。焼結炉には高性能の集じん機が昭侶.年４月までに完成するようでこれができた

ならば；ぱいじんはかなり減少しそうですがどうなります力も

〆-１

５ - ３ 行 政 機 関 と の 交 渉 環 境 庁 ・ 県 公 害 課 ・ 市 長

公害行政の目的は，「地域環境の汚染を防止して，住民の健康を守り，財産や動植物への被害を防

ぐことにある」と言われます。

公害行政の主役は，国において環境庁，岩手県においては企画部公害課，釡石市においては民生部

公害課であり，各々前記目的達成のため施策を講じておるのでしょう，が松原町において公害の減

少がみられないことはどういうことでしょうか。

協議会は発足以来，これら行政機関と接渉，陳情を行なってきました。行政機関に共通して言える

ことは，被害はさておき法律のワク内で対処していく姿勢さらに多少の差はありますが責任逃れ

的なことです。肝心な質問には「上司がいないので」とか「検討します」「うけたまわっておきま

す」など漠然とした答で，官庁の縦の機構を今更ながら感じさせますｂ地域公害の監督上もっとも

（小

＜法体系＞
公害対策基本法

↓
大気汚染防止法・水質汚濁防止法など
各種法
↓施行規則(実施細則)府令'省令。
↓

県条例一上のせ規準（厳しくできる）
↓

市条例市条例

権限を握っている機関はどこかというと，それは

国ではなく県なのです。昭和４５年の法改正にと

もない公害行政の権限は大幅に県知事に委譲され

ております。

そして，国の基準より（環境基準，排出基準）厳

しい基準（上のせ基準）を設けることもできるこ

とになっております。

- 羽 一



市条例は県条例のワクより出ることはできません。（地方自治法１４-４）

蕊例えば焼結炉の排出ガス中のぱいじん愚は０．３１/刑が（１城あたり０．３′のぱいじん）以下と

なっておりますが，県段階で松原は公害がひどいから排出基準を0.2"i/N'fとする，ということ

も可能なのですb(上のせ基準）

環境庁陳情は今年１月に行ないました（会長と事務局１名），当時の大石長官の姿勢の影轡もあっ

たのでしょうか，親切な応待で大気局企画課長以下５名ほどの人は被害の実態を訴え，強力な行政

指導を願い，さらに降下ぱいじん量の基準の設定をお願いしました。

しかし「環境庁としては権限が知事に移った現在市・県よりの要請がないと積極的な動きがとれ

ない」とのことでした。陳情後数日して費重な資料が送られてきて，その後の活動に役立っており

ますｂ

県への陳情は今年８月行ない，被害の実態を訴えるとともに，１.降下ぱいじんの規制２.ぱいじん

亜硫酸ガス測定点の移動３.基準を守っているかどうか頻繁な立入検査などを陳情しました。

降下ぱいじん趾の基箪の条例化については「国よりの権威ある基準をまってから考えてみたい」と

のことでした。しかし大まかな目安として１５t/lc7f月以上は生活環境がひどいということがわか

っている現在，権威にたよらず県独自のものを作ってよいはずで-jT,なにしろ９３tも降ったので

すから，県は「製鉄所に対する改善指導は行なってきたし，製鉄所も数億円をかけそれに答えてい

ー

る」と言ってましたが，２段消火装熾（水をきれいに

するが大気をよごす）の問題，生産施設とのすりかえ

(生産，施設合理化施設も公害防止とし届出）につい

てもよくわかっておらず，製鉄所のうけ売りのような

状態でした。

右表のような県の企業内立入検査の結果ですが，６月

２４日まで焼結炉ダスト防止装置を完成させる蕃告が

まだ完成しておりません。また医大の健康調査結果を

どう生かすか質問しましたが回答はありませんでした。

（昭4Z2実施のもの）

昭和４６年度に未
県立入検杏実施Ｅ

… ５ ～ Ｚ ０ 大 萱

改善密告
４６．１０．２O
ばい煙発生施設測定の結果
焼結炉についてダスト防止装樋
を４Z６．２４までとるよう藩告

０．６２［
蕊 準 ０ ． ３ C
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市との交渉は，市長に質問書を提出し，その回答をもらう段階で市長と話しあいを持ちました。

（昭４６年10月）

質問番は，被害実態把握県との関係，企業への働らきかけ，公害防止協定，今後の進め方，補償

問題など１０項目ですｂこれらに対して文書の回答がなされました。質問の内容とも関連して，最

初に市長より，釡石製鉄所には決して依存していない旨の話しがありました。

一 - - - 一

回 答 書 （ 抄 ） 昭 ４ ６ 年 １ ０ 月

間５企業との交渉は今までもたれたか（具体的経過改善要求事項）

答公害防止に関する製鉄所との交渉については，必要に応じ現在まで幾回となく交渉をもってお

り４２年以降，特に降下ぱいじんが地域の生活環境に及ぼす影響の大きいことから防止施設の

設置などについて強力に申し入れしてある。

また昨年末の一連の公害関係法の制定から公害防止のための施設設瞳について申し入れし，製

鉄所もまた地域住民の生活環境への影響を考慮し，ばい煙，粉じん対策のための諸施設につい

ての計画書の提出があり，その主な内容は，ぱい僅粉じん対策としての焼結炉，鋳銑機，コ

ークス炉，鉱石など原料ヤード対策施設，排水対策としての諸施設整備がある。

この計画に対し，市長，公害防止対策委員が，尾崎副所長以下幹部の案内で現地調査し，設備

計画の早期実現を要請しており，その後も機会あるごとに野田所長以下に公害防止について申

入れし，また公害防止対策委員をして公害発生源調査等は今日まで幾回となく実施させ，生活

環境保全のため設備設臘の申し入れをしている。

濠４２年以降強力に申し入れしたようだ踊４６年までぱいじん防止施設が設置されていなかっ

たことはどういうことだろうか。

また，公害防止対策委の発生源調査は，４３年１回，４４年１回，４５年１回，４６年０回と

なっている。

対策施設についても県同様製鉄所のうけ売りである。

問６企業との公害防止協定を結ぶ意志はあるか。

答大気汚染，水質汚濁，騒音に関する公害については，当市は法による規制をうけており，環境

基準，排出基準が設定されていることから，この規制を遵守することにより処理できるものと

／、

（ハ

思っている。

-４１-



しかし，公害発生企業に対し市としてば法による立入検査の梅限がないこともあるが，生活

環境保全のため行政指導を強力に行っていきたい。

※規制を遵守することにより対拠できると考えているようだが，現在までは守られていなかった

のだろうか。もし守られてきたのならば，このままでは，公害は減少しないことになろう。

法による立入検査の権限がないとあるが，大気汚染防止法２６条に都道府県知事による立入検

査の権限が認められているし，３１条に知事の権限に属する事務は市長に委任できるとある。

従って立入検査はやる気ならば充分可能なのである。

問９損害補償という点に関しては，市当局はどのような見解をもっているか。

答被害に対する因果関係，貨任の所在が明確になった場合は現行法令のなかで対処していく。

※因果関係，責任の所在は明らかである。損害補償で市当局が関与できる法令はどのようなもの

があるのだろうか，特にないはず。

問1O我々住民としては住民を考えた上での企業との強力な交渉を望むわけですが，従来通りの釡鉄

に依存する限り公害もなくならず，強い態度に出ることは不可能とも思うが

答市発展のための企業の発展は強く望むところであり，企業発展に伴う公害発生については今日

まで，市民の健康保護と生活環境の保全のため規制の遵守と公害発生施設の改善について強い

態度で交渉しており質問のようなことは毛頭ない。

…

※少し感傭的な質問であったが，これが松原の人達のいつわらざる気持なのである。
- - - -

-

回答を通じて言えることは，松原の被害の認識が甘いということですｂ

） 昨年５月発行された「釡石市公害防止基本計画」の1.公害防止対策の考え方，の中に「・・・等に
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

より一層拡大する傾向にあり公害によって脅やかされるということは釡石将来の発展を大きく阻害
● ● ● ●

する要因となることが予想される・・・」とあり，公害を発展阻害因子として捉えております。そ
● ● ● ● ● ● ● ●

もそも発展とは誰のための発展でしょうか，地域の人々の幸福につながらない発展では，その発展

はニセ物ですbiW10の答えも発展は誰のためのものか考えていない内容です。

回答を要約すると「法律の枠内で対処しそれにより解決していきたい」ということになりましょう。

しかし降下ぱいじんの基準はないのです，煙突１本１本には排出基準がありますがデータが公表

されたことがありません。規制のない降下ぱいじんデータは公表し，規制のあるもののデータは公

表しないということはどう解釈したらよいのでしょうか。

-４２-



６いろいろな問題

今迄松原町の被害について焦点を絞って述べてきましたカミはたして松原だけの問題でしょう力う

次の表を見て下さい。

釡石と他市の国保報酬請求カードより見た，８８疾病名の順位と割合を見る

ぜんそく （昭和４４年）

釡 石 １ ７ ０ ／ 7 ７ ９ ４ 件 中 ２ ． ２ ％ 第 ９ 位

盛岡１１５／２１３５３件中０．５％３６位

花 巻 ９ ０ ／ １ ３ ０ ３ ３ 件 中 ０ ． ７ ％ ２ ５ 位

八戸２３１／２７５２５件中０．８％２１位

宮 古 １ ０ ４ ／ ８ ７ ０ ３ 件 中 １ ． ２ ％ １ ９ 位

気管支炎および肺気腫

釡石６２／７７９４件中０．８％

盛岡９６／２１３５３０．４５％

花巻１４／ 1３０３３０．１４％

八戸１１６／2７５２５０．４２％

宮 古 ４ ０ ／ 8 ７ ０ ３ ０ ． ４ ６ ％

皿砿坂庭氏調査

（-

（八
これを見ますと，釡石市は他市と比べ明らかに気管支系の疾病率が高いことがわかります。大渡町

では例年３０～45tぱいじんが降っていることより考えても，実際は松原だけの問題ではないと

思います。

今年の環境白窃（環境庁発行）を見ると昨年まで記載されていた降下ぱいじんのデータがどこにも

見当りません。今やぱいじんによる公害は古典的なものとなり，オキシダント，亜硫酸ガス，重金

属などの公害に移行してしまったようです。ぱいじんの除去は他の有害排出物と比べると容易なた

め，全国的に集じん機が設置され問題とならなくなったようです｡そのような古典的公害に，我々

釡石市民が悩まされているのです。

公害対策を遅れさせた原因となる者は，釡石製鉄所を甘やかした行政者と一般市民ではないでしよ
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うか。市税の４割を納める製鉄所，製鉄所関係者が大部分の釡石市公害と騒いで製鉄所をつぶ

しては困る，製鉄所あっての釡石市，など腫物にさわるように育てられてきた，いわば過保護の我

ま鼻息子のように思われます。

このような背景のもと（＝それを良いことに）ひたすら利潤をのみ求め，利潤と結びつかない公害

対策をおざなりにしてきたのではないでしょうか。数億円の公害対策をして製鉄所がつぶれるはず

はありません。

製鉄所一般労働者もあの悪臭とほこりにまみれた環境での作業を考えるとき安全を軽視された被害

者ではないでしょうか。

ひたすら釡石の思恵をこうむりながら，釡石に利潤の還元をはかり，釡石を住みやすい文化的で将

来性のある町に育てる配慮がなされたでしょうか，我ま典いっぱい最後に出ていくような気がして．

なりません。

１年間の協議会活動で住民の基本的人権意識も目覚め，梅利を主張することに自信を持ってきまし

た。このような意識変革こそ，個人個人が大切にされる社会形成に必要なことだと思います。

製鉄所の姿勢も変わってきたとはいえ，まだまだ古くからの考え方が残っております。行政について

ても，いくら法律が整備されていても，それを運用し，監督する県，市の、長〃の姿勢如何により

住民側でも企業側でも変わることは明白です。

現在はどちら側でしょうか。

製鉄所も行政も，「現行法令により対処していきたい」という点で一致しております鯛ここに問

題があります。工場の発生源において基準内かどうかの測定はすべて、密室内〃で行なわれている

ということです。あんなに猛烈に粉じんを排出していても，いつも基準内と言います。

これはよく耳にするのです溌「県より立入検査に来るときは，事前に知らせがあり，それに対応

して装置の運転をしている，従ってそのときはぱいじんの排出避は少ない」と，これに近い状態で

はないでしょうか。

…

ー

また，ぱいじんの基準がない現在「現行法令により対処していきたい」ということは，上記のよう

に企業に都合のよい（＝住民に都合の悪い）盲点を残しております。今後損害補償の問題がでてく

ると思われます力§住民協測定のぱいじん等濃度分布図と関連させていくと，補彼割当など案外す

っきりとした線がでてくるように思われます。しかし，補償は抜本的対策ではないことに注意しな

ければいけません。製鉄所の考えとして「害を与えても補倣すればよい」という考えがでたりしま
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す，あくまでも公害をなくさなくてはなりません。

お わ り に

この１年間，世論の盛り上りもあり，まずまずで協議会がやってこれたことは多くの人々の協力が

あったれぱこそでありました。被害アンケート集計の際，わかりよく集計し，考察までして頂いた

釡石商業高校新聞部の諸君，毎月降下ぱいじん調査に当っている釡石工業高校ISCの諸君，協議

会総会で大気汚染について話して頂いた大槌高校佐野先生，その他協力して頂いた方盈に感謝いた

します｡協議会は今後，条例制定損害補償未知有害物質，立入視察などの問題をか典え進めて

いきます，がまだまだ暗中模索であります，みなさまのご協力と支援をお願い致します｡誤字もあ

り，加うるに稚拙な文で読みにくかったと思いますｂ内容も独断的な面があったかもしれません。

皆さまの御批判をお待ちしております。

現在も松原では，ぱいじんが日夜降り注ぎ，悪臭がおそっています。松原の人々が健康と，明るい

生活を維持する権利の自覚による運動のため頑張っていきたい．と思っています。

（州

松原公害追放住民協議会

事 務 局 釡 石 市 松 原 町 １ 丁 目 ３

大 久 保 勝 雄 方 （ 文 責 永 田 ）
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